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≪申第 5号 2022年度年末手当に関する申し入れ≫ 

2022年 10月 14日提出 

１．2022年度年末手当は「基準内賃金の 3.7ヶ月分」とすること。 

２．全社員一律による月数回答とすること。 

３．2022年度年末手当は 2022年 12月 9日までに支払うこと。 


